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１． 商品名 
・相続定期預金 

 ※基本商品：スーパー定期 

２． 
ご利用 

いただける方 
・個人のお客さま 

３． お取扱い店 

・インターネット支店を除く全店 

 ※ＡＴＭ、インターネット／モバイルバンキング、テレフォンバンキングでは 

お取扱いしておりません。 

４． お預入れ期間 ・１年、３年、５年   

５． お預入れ方法 

（１） 預入方法 

 

（２） 預入金額 

 

 

（３） 預入単位 

 

・一括預入 

 

・１０万円以上 

 ※預入限度額・・・相続金額範囲内 

 

・１円単位 

６． 払戻し方法 

【単利の場合】 

・満期日以後に一括して払戻しいたします。 

 

【複利の場合】 

・満期日以後に一括して払戻しいたします。 

・預入日から１年経過後は、１万円以上１円単位で一部解約（中途解約）も可能です。 

 ※詳細は「スーパー定期＜複利型＞」をご参照ください 

７． 利息 

（１） 適用金利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次の金利を初回満期日まで適用いたします。 

期間１年 店頭表示金利＋年利０．２０％（税引前） 

期間３年 店頭表示金利＋年利０．２５％（税引前） 

期間５年 店頭表示金利＋年利０．３５％（税引前） 

  ※初回満期日までの適用金利は、お預入れ時における、お預入れ金額・期間に応じた 

「スーパー定期」の店頭表示金利に特別金利を加算した金利といたします。 

  ※初回満期日までは特別金利が適用されますが、自動継続後は特別金利が適用されず、 

   自動継続時における、お預入れ金額・期間に応じた「スーパー定期」の店頭表示金利が 

適用されます。 

  ※市場動向により適用金利を変更する場合がございます。 
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（２） 利払頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 計算方法 

【単利の場合】 

・預入期間２年未満の場合には、満期日以後に一括して支払います。 

・預入期間２年以上の場合には、中間利払日（預入日から満期日の１年前の応当日までの 

間に到来する預入日の１年毎の応当日）以後、および満期日以後に分割して支払います。 

 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日から当該中間利払日の 

前日までの日数、および中間利払利率（約定利率７０％、小数点第４位以下切り捨て）により 

計算します。 

 

【複利の場合】 

・満期日以後に一括してお支払いいたします。 

 

【単利の場合】 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割による計算 

 

【複利の場合】 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割、かつ、６か月ごとの複利による計算 

８． 手数料 ・手数料はかかりません。 

９． 

 

付加できる 

特約事項 

・総合口座による当座貸越のお取扱いができます。 

本定期預金を担保とする当座貸越がご利用いただけます。 

（貸越金利は、担保となる定期預金の約定利率に０．５０％を上乗せした利率） 

１０． 
中途解約時 

のお取扱い 

【単利の場合】 

 ・満期日前に解約する場合には、以下の期限前解約利率（小数点第４位以下切捨て）に 

 より計算した利息とともに払い戻しいたします。 

  （注）中間利払い後に中途解約があった場合は、中間利払い済みの利息額と当該 

     期限前解約利息との差額を精算します。 

 

【複利の場合】 

 ・満期日前に解約する場合には、以下の期限前解約利率（小数点第４位以下切捨て）、 

 かつ６か月ごとの複利により計算した利率とともに払い戻しいたします。 

 

＜１年定期＞ 

 預入期間が６か月未満の場合        解約日における普通預金の利率 

 預入期間が６か月以上１年未満の場合   約定利率×５０％ 

  

 ＜３年定期＞      

 預入期間が６か月未満の場合        解約日における普通預金の利率 

 預入期間が６か月以上１年未満の場合   約定利率×４０％   

 預入期間が１年以上１年半未満の場合   約定利率×５０％   
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 預入期間が１年半以上２年未満の場合   約定利率×６０％   

 預入期間が２年以上２年半未満の場合   約定利率×７０％   

 預入期間が２年半以上３年未満の場合   約定利率×９０％ 

 

＜５年定期＞   

預入期間が６か月未満の場合         解約日における普通預金の利率 

預入期間が６か月以上１年未満の場合   約定利率×３０％   

 預入期間が１年以上１年半未満の場合   約定利率×４０％   

 預入期間が１年半以上２年未満の場合   約定利率×５０％   

 預入期間が２年以上２年半未満の場合   約定利率×６０％ 

 預入期間が２年半以上３年未満の場合   約定利率×７０％ 

 預入期間が３年以上４年未満の場合     約定利率×８０％ 

 預入期間が４年以上５年未満の場合     約定利率×９０％ 

１１． 

 

利率情報の 

入手方法 
・窓口へお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。 

１２． 

 

利子に対する 

課税 

・原則として、２０％（国税１５％、地方税５％）の源泉分離課税が適用されます。 

※復興特別所得税が付加されることにより、２０１３年１月１日から２０３７年１２月３１日までの 

２５年間、２０．３１５％の源泉分離課税（国税１５．３１５％、地方税５％）となります。 

・適格の方は、 ㊝マル優をご利用いただけます。 

１３． 
手続で 

必要となるもの 

・ご本人さま確認書類、お届け印のほか、以下（１）～（３）について確認できる書類を 

お持ちください。 

（１）金融機関での相続手続完了時期が確認できる書類 

    例） ・金融機関に提出された相続手続依頼書の写し 

       ・被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し 

（２）お預入れされる方が相続人または受贈者であることが確認できる書類 

    例） ・戸籍謄本の写し 

       ・遺言書（公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの）の写し 

       ・遺産分割協議書の写し 

（３）本定期預金のお預入れ原資が相続により引き継いだものであることが確認できる書類 

    例） ・被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し 

       ・遺言書（公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの）の写し 

       ・遺産分割協議書の写し 

       ・保険会社から送付される保険金等支払通知書 

       ・相続された不動産や有価証券等の換金代金が確認できる書類 

 

※当社で相続手続をされた方は（１）～（３）の書類は不要です。 

※上記以外の書類をご提出いただく場合もございます。詳しくは窓口までご相談ください。 

１４． 

 

当社が契約して 

いる指定紛争 

・一般社団法人全国銀行協会 

   連絡先  ：全国銀行協会相談室 
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 解決機関    電話番号：０５７０－０１７－１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

１５． 

 

その他参考と 

なる事項 

・本商品は預金保険の対象となります。 

・本商品は自動継続のみのお取扱いとなります。 

・満期日が土日・祝日等に当たる場合、実際に解約可能な時期は、当該満期日の翌営業日 

以降となります。 

・他のキャンペーン等の金利上乗せとの併用はできません。 

・金融情勢の変化等により、事前の予告なく適用金利が変更となる場合や、お取扱いを中止さ

せていただく場合がございます。 

 


